
��������年��月��日, 米国議会は受精卵の遺伝子操
作に特許権を認定しないと決議した｡ これは, 美

容や心身の能力を向上させる (�����������) 目
的で, 遺伝子工学を利用することへの予防措置で

ある｡ つまり, いつの日か, 遺伝子診断サービス

の商業化と生殖細胞系列遺伝子治療が解禁されて,

遺伝子工学の適応が非治療目的へ拡大する事態を

予防する狙いが, 米国議会の本旨である｡

医療先進国の米国でも議会が上記決議をあげざ

るを得なかったということは, 逆に言えば, 人類

は近い将来, 遺伝子を操作・改良することで, 目

の色は青, 髪は栗色の巻毛などと, わが子を理想

の子供に設計することが可能になる危惧があるか

らに他ならない｡ 近未来の ｢デザイナー・ベビ

ー１｣・｢オーダーメイド・ベビー２｣ の出生は,

表面上, 人類の輝かしいテクノロジーの成果に見

えるけれども, その実, 高度先端生殖補助医療技

術 に よ る 人 為 的 な 遺 伝 子 改 変 (������������������) に伴う未知のつけは, まだ見ぬ後
代に確実に回るだけでなく, 自然生殖で誕生する

現生人類と人為的な遺伝子操作で誕生するスーパー

新人類との間には, 代を重ねるに連れて, 心身の

－�－
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＊鹿屋体育大学, �����������������������������������������������������������
１ 受精卵の遺伝子操作によって, 人為的に形質を選択または付与させて誕生するベビー｡
２ 親が望む優秀な形質 (性別・体格・知能・性格など) を選択して生まれてくるベビー｡



能力格差が歴然と拡大することになる｡ そうなる

と, ２種類の人類の並存する未来社会は二極分化

することになろう｡ 現生人類は確実にスーパー新

人類の管理化に置かれることになろう｡ ��世紀の
人類は, 来るべき優生３主義社会の到来を警戒し

なければならなくなったのである｡ 民主主義を基

盤とする自由主義経済下, 個人の自律 (自己決定

と自己責任) を判断基準にして, 倫理的問題点含

みの高度先端生殖補助医療技術が容易に商業化す

る最右翼の国が米国である｡ ところが, このたび

は, 米国議会は危機感を深め, 転ばぬ先の杖で,

遺伝子工学の適応の暴走に歯止めをかける決断を

下したのである｡

さて, 米国には, 米国議会を上記決断に導いた

生命倫理の反面教師が実在する｡ それがアーサー・

キャプラン (������������) で, 彼は患者の自律
(自己決定権と自己責任論) を楯に, 将来, 医学

的理由の一線を踏み越えて, 美容や心身の能力向

上の目的で高度先端生殖補助医療技術を利用―遺

伝子診断サービスの商業化と生殖細胞系列遺伝子

治療の解禁および非治療目的への応用―すること

が, なぜ悪いのか｡ 優生学の何が非倫理的なのか

(��������������������������？) と反問する｡
彼の立場は個人主義的新優生学と呼称される｡

本稿では, 非医学的理由 (非治療目的) の ｢商

業主義的な展開｣ にまで至るこうした高度先端生

殖補助医療技術の ｢適応の暴走｣ (����年７月��
日付日本産科婦人科学会 『要望書』) について考

察する｡

まず, キャプランの新優生学を要約する (第１

章)｡ 次に, 彼の新優生学の倫理的問題点を整理

した上で, 所見を述べる (第２章)｡�����������������
ペンシルベニアヘルスシステム大学のバイオエ

シックス・センター教授, キャプランは, 高度先

端医療と生命の尊厳の関わりについて, 久しく保

守的な立場を堅持してきた｡ ところが, ����年に
突如, 『英国医学誌 (���������������������, ���
巻)』 (��月��日) 上に, ｢優生学の何が非倫理的
なのか (���������������������������)｣ という
耳目を驚かす論文を発表した｡

彼は上記論文の中で, 生殖細胞系列への遺伝子

工学の適応に反対する最も一般的な理由を次の３

点４に分類する｡

(�) 強制力の存在への懸念
(�) 完全性５への恣意的な基準の (子供への) 強

要

(�) 優生学的選択６の操作を許可することから発

生する不公平

次に, 彼はいずれの理由も倫理的妥当性がない

と指摘する｡

(�) については, ｢政府の強制政策により優生学
の名のもとに遂行された恐ろしい悪用は, 優生学

のゴールが強制だけでなく, 選択の問題でもあり

うるという事実を不明瞭にした７｣ と, キャプラ

ンは語り, 自己決定権に立脚する個人本位の選択

を是認する自分の優生学の立場と, 旧来の強制力

を伴う集団本位の優生学との違いを強調するとと

もに, マイナスイメージを引きずる旧来型の優生
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３ ｢優生｣ とは ｢不良な子孫｣ の出生を防止すると同時に, ｢優秀な子孫｣ の出生の促進を意味する｡ ｢優生の保護｣ を謳っ
た旧優生保護法第１条には, こうある｡ ｢この法律は, 優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに, 母性の
生命健康を保護することを目的とする｣｡

４ ������������������������������������(優生学の何が非倫理的なのか), ���������������������, ���巻, ����年��月��
日号)

５ Ｇ. マッケンジー： 『完璧な赤ちゃん』, ニューヨーク, ロウマン・アンド・リトルフィールド出版, ����年 (����������������������������������������������������������)｡
６ Ｐ. キッチャー： 『来るべき生命』, ニューヨーク, タッチストーン出版, ����年 �������������������������������������������������｡
７ ����������������������������



学からの脱アレルギーを力説する｡

(�) については, 次のように反論８する｡

両親が子供の目の色を選択して何がいけないの

か, 数学好きな胎児の産生がなぜ非倫理的なのか｡

両親はこれまでも子供の将来に夢を託し, 子供の

心身の能力開発を願い, 宗教教育からスポーツ・

音楽教育に至るまで子供に教育投資をしてきたで

はないか｡ 個人の優生学的選択のみを教育投資の

対象から外して非難するだけの論拠を, 私たちに

提示してくれる倫理原則は存在しない｡

(�) については, 次のように結論９する｡

世の中は不平等で, 人の生活には社会的格差も

あれば経済的格差もある｡ 民主主義を基盤とする

自由主義経済の社会では, 社会的経済的格差は個

人の自己責任の結果として受容されているのに,

生物学的格差だけはあってはならないとする論拠

は存在しない｡ 子供たちの健康および福利の向上

のために優生学的知識を利用する両親の選択の何

が悪いというのか｡

以上要約した彼の主張のキーワードは, 個人の

自己決定権である｡ キャプランの優生学の特色は

自己決定による ｢個人本位の選択｣ である｡ 彼の

立場はその点で, 強制力を伴う ｢集団本位の選択｣

を特色とする旧来の優生学とは一線を画する｡ そ

の点に着眼する人々から, 彼の立場は個人主義的

新優生学と呼称される｡

そもそも ｢新優生学｣ (�����������) を提唱
(����年) した学者は, ロバート・ジンスハイマー
である｡ ヒトゲノム計画の発案者でもある彼は,

ヒトの生殖細胞系列 (配偶子, 受精卵, 初期胚)

への遺伝子操作による人類の遺伝的改変 ��������������������を主張した｡
キャプラン自身もヒトの生殖細胞系列への遺伝

子操作を容認し, 遺伝性疾患 (｢テイ・サックス

病や鎌状赤血球貧血症｣) 回避という医学的理由

にとどまらず, ｢髪の色や性別判定｣ といった非

医学的理由でも, 夫婦の選択がインフォームド・

コンセントに基づく自己決定である限り, 非倫理

的と考える理由はないという｡ 自由主義社会で,

美容や心身の能力向上という目的で, 遺伝子工学

を利用する夫婦の自己決定権の行使のどこが一体

非倫理的だというのか, と彼は大胆に言い切る｡

キャプランは, まさにジンスハイマーの主張の正

当な継承者である｡

次に, 上記キャプランの新優生学の倫理的問題

点を以下に整理した上で, 考察を加える｡����������������������������� ３種類の優生学

優生学とは何か｡ その概念の提唱者であるフラ

ンシス・ゴルトン (����������������������) に
依れば, ｢優生学とは, ある人種の生得的特質の

改良に影響するすべてのもの, およびこれによっ

てその特質を最高位にまで発展させることを扱う

学問��｣ である｡
ゴルトンはいとこのチャールズ・ダーウィンの

進化論学説の西欧社会への圧倒的影響力を背景に,

生得的特質を改良する増進的優生学 (�������������������) を提唱したのである｡
その後, ヴァイスマン (�����������������������) が獲得形質は遺伝しないことを明ら

かにすると, 西欧社会には, その後, 社会的不適

応者 (遺伝性疾患患者, 心身障害者, 常習犯罪者,

売春婦, 路上生活者等) を淘汰する禁絶的優生学

(����������������) が登場した｡ 禁絶的優生学の
国家的意思の明示的象徴が断種法であった｡ 日本

のみならず欧米先進国の多くは��世紀前半まで,
この集団本位の禁絶的優生学の忌わしい呪縛から

逃れることができなかった｡ 多くの先進国では,

児玉：アーサー・キャプランの新優生学批判

－�－８ �����������������������
８ �����������������������������年開催 ｢第１回イギリス社会学会｣ での講演 ｢優生学―その定義, 展望, 目的｣



断種法��を制定させていたのである｡
優生学に関する以上の基礎的理解のもとに, 私

たちは歴史的教訓として, 優生学を３種類に大別

することができる｡

(Ａ) 国家が個人の生殖に強制的に介入する優生

学的行動―集団本位の禁絶的優生学

(Ｂ) 医学的理由 (治療目的) の個人の優生学的

行動―個人本位の禁絶的優生学

(Ｃ) 非医学的理由 (非治療目的) の商業ベース

に乗った個人の優生学的行動―個人本位の

増進的優生学� 国家の優生政策に伴う倫理的問題点

(Ａ) は国家による強制的な優生政策の実施で,

歴史上, 国家防衛のための国策として, 生殖の望

ましくない社会的不適応者の選別排除 (集団本位

の禁絶的優生学) が行われた｡ その最たる悪夢は

ナチス・ドイツの民族浄化という優生政策の実施

であろう｡ その結果, ���万人のユダヤ人が強制
収容所に送還され, 同胞ドイツ人数十万人が社会

的不適応者と刻印されて断種されたのである｡ 現

代では, ｢集団本位の禁絶的優生学 (旧来の優生

学)｣ を公然と擁護する国家や個人は影を潜めて

いるが, 予防医学の観点から, 国家が究極の個人

情報である国民の遺伝子の解析と管理を実施する

国家は現存する｡ それはアイスランド共和国であ

る｡ 同国は����年��月に ｢国民健康データベース
法｣ を制定して, 国民の健康管理を目的に, 全国

民の遺伝子情報をデータベース化している｡ 当該

法の存在自体が大きな問題を孕んでいるが, 焦眉

の問題として懸念されるのは, 遺伝子情報の収集

と管理担当が国家機関ではなくて, 民間企業 (デ

コード・ジェネティック社) に業務委託されてい

る点である｡ 国民の遺伝子情報が漏洩すれば, そ

れに基づく就職・結婚・保険等の差別が当然懸念

されるし, 国家が治療目的を踏み越えて遺伝子情

報を拡大転用する事態も予想される｡ 現に, 米国

では����年２月に, 血液や口腔内粘膜を使った遺
伝子解析が進む現状を背景に, 大統領が遺伝子差

別禁止令 (就職・昇進・保険等) を発布している｡

米国連邦捜査局 (ＦＢＩ)��は, 要注意人物を割
り出す犯罪予防の目的で, 遺伝子情報のデータベー

ス化に執着している｡� 整理と批判的考察

以下, キャプランの新優生学と前記３種類の優

生学との関連に言及する｡

まず, キャプランの主張 (本稿第�章) から判
明するように, 彼のいわゆる ｢個人主義的新優生

学｣ は, (Ｂ) の ｢個人本位の禁絶的優生学｣ と

(Ｃ) の ｢個人本位の増進的優生学｣ に該当する

ものであり, (Ａ) の ｢集団本位の禁絶的優生学｣

とは全く無縁である｡

彼の ｢個人主義的新優生学｣ が (Ａ) の ｢集団

本位の禁絶的優生学｣ とは縁もゆかりもない次第

は, 彼の苦々しい言葉― ｢政府の強制政策により

優生学の名のもとに遂行された恐ろしい悪用は,

優生学のゴールが強制だけでなく, 選択の問題で

もありうるという事実を不明瞭にした｣ ―を想起

すれば十分であろう｡

次に, 彼の ｢個人主義的新優生学｣ と (Ｂ) の

｢個人本位の禁絶的優生学｣ との関わりについて,

以下, 整理するとともに, 所見を述べる｡
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��ナチス・ドイツの ｢遺伝病子孫防止法｣ (����年公布) の影響下, 本邦で ｢国民優生法｣ が成立 (����年制定) すると,
｢遺伝性精神病｣ 者や ｢遺伝性精神薄弱｣ 者, ｢遺伝性身体疾患｣ 者などに対する不妊手術 (断種) が合法となったが, 強
制断種の規定が発動されることはなかった｡ ところが, 戦後の ｢優生保護法｣ (����年制定) のもとでは, 強制断種の規
定 (第４条) が発動されて, 当該法が ｢母性保護法｣ に改正される����年までに, その実施件数は��,���件 (厚生省大臣
官房統計情報部編 『平成��年優生保護統計報告』 厚生統計協会, �����頁, ����年) に及んだ｡��米国では, 有罪確定者の (仮) 釈放の条件として, ＤＮＡサンプルが強制的に採取される｡ ＦＢＩがＤＮＡサンプルを採
取する法的根拠は, ����年ＤＮＡ鑑定法と����年ＤＮＡ分析未処理削減法｡ しかしながら, 犯罪の予防や早期解決のため
には, 重大犯罪者 (殺人犯や性犯罪者) に限らず, 軽度の犯罪者のＤＮＡサンプルのデータベース化が捜査上有用だとＦ
ＢＩは考える｡



(１) キャプランの立場― (Ｂ) の ｢個人本位の

禁絶的優生学｣ 是認

(Ｂ) は遺伝子治療, 受精卵選別および胎児選

別の問題である｡ 換言すれば, 遺伝子治療, 着床

前診断および出生前診断の是非の問題である｡ つ

まり, 自由主義社会では, 個人の自己決定権に基

づく遺伝子治療, 受精卵選別ならびに胎児選別

(｢個人本位の選択｣) が許容されるのか, という

問題である｡ これはまさしく, キャプランが切り

結んだ問題である｡ 彼はこれを是認する｡

１) 新優生学の代表的批判論者によるキャプラ

ンの ｢個人本位の選択｣ 批判

ところが, 彼の ｢個人本位の選択｣ に対して,

新優生学の代表的批判論者・松原洋子氏は二つの

角度から批判する｡ 一つは, 自己決定権に基づく

｢個人本位の選択｣ が現実的に可能か (①)｡ 他は,

それが現実的に可能としても問題点はないのか

(②)｡

①：社会の無言の圧力により, 自己決定権に基

づく ｢個人本位の選択｣ が現実的には阻害されて

いる, と考える同氏��は, 次のように指摘する｡
日米ともに胎児の選択的中絶が実施されている

のは公然の秘密で, 国民の間だけでなく, 産婦人

科医の間でも障害児不幸論が公然と語られる｡ そ

うした社会的風潮を背景に障害者に費消される医

療福祉経費の増大を抑制しようとする議論が出た

り, 遺伝子診断結果に基づく就職・結婚・保険等

の遺伝子差別が現実に懸念される状況下では, 自

ずと障害児を産まない選択が妊婦に強要されてい

る｡ 妊婦の ｢個人本位の選択｣ を実質的に妨害し

ている背後の阻害要因の除去が大切である｡

②：百歩譲って阻害要因が完全に撤去されたと

しても, ｢出生前診断と選択的中絶の普及��は,
障害者の尊厳と生存条件への脅威となるという強

い危機感｣ の訴えが障害者団体から出ている｡ そ

れにもかかわらず, 新優生学論者が障害者団体の

声にまともに取り合おうとしないのは障害の医学

モデルを自明視しているからで, 障害の医学モデ

ルに根ざす ｢障害の根治｣ という善意のその姿勢

が生殖細胞系列への遺伝子治療にも共通する｡

前段の①の論調は日本の障害者団体の主張と重

なる｡ 例えば, 優生思想を問うネットワークは次

のように主張する｡ ｢次の子は健康な子を産みた

い｣ ｢自分たちが亡くなったあとこの子を支える

兄弟姉妹を残したい｣ など切実な願いを訴えられ

る方もいるが, ｢むしろ必要なのは障害児・者,

遺伝性疾患を持つ人々への社会的な諸制度を整え,

支援体制を作っていくこと, 差別や偏見を取り除

いていくこと��｣ だと｡
２) 上記松原見解に対する所見

前段の①に対する反論はすでに, 別稿��で実施
済みであるが, 本稿でも新たに再論する｡ 新優生

学の代表的批判論者と優生思想を問うネットワー

クの主張を要約すれば, 以下の次第となる｡

出産に臨む妊婦が ｢個人本位の選択｣ をしたく

とも, 現実の社会には, 障害児を産まない選択を

妊婦に強要する ｢阻害要因｣ が厳然として存在す

る｡ ｢阻害要因｣ とは, 具体的には, 障害児・者

や遺伝性疾患を持つ人々が健常者と分け隔てなく

暮らしていける ｢社会的諸制度の不備｣ に他なら

ない｡ それだけではない｡ 国民一人一人の抜きが

たい ｢差別や偏見｣ 意識も, 妊婦にのしかかる精

神的 ｢阻害要因｣ である｡

児玉：アーサー・キャプランの新優生学批判

－�－
��松原洋子： ｢優生学｣ 『現代思想』 ��巻�号, 青土社, �������頁, ����年２月｡��佐藤孝道著 『出生前診断 いのちの品質管理への警鐘』 有斐閣, �������頁, ����年｡ 玉井真理子：｢出生前診断・選択的
中絶をめぐるダブルスタンダードと胎児情報へのアクセス権｣ (松友了編著 『知的障害者の人権』 明石書店, �����頁,����年)｡��優生思想を問うネットワーク ｢厚生審議会先端医療技術評価部会宛書簡｣, 同上, ��頁｡��拙稿 ｢大谷医師の着床前診断に対する関係患者団体の批判と私見―ＰＧＤは ｢障害者団体への差別を助長する｣ のか｣
『産婦人科の世界』 第��巻��号, 医学の世界社, �����������������頁, �������｡



しかしながら, 行政によるノーマライゼーショ

ン (高齢者や障害者が当たり前の市民生活を送れ

ること) の実現や ｢差別や偏見｣ に対する教育的

キャンペーンの成果は, 決して短期的スパンでも

たらされるものではない｡ それは, 国を挙げて中

長期的スパンのもとに取り組むべき, 行政および

教育の重大課題である｡ ｢差別や偏見｣ 意識のな

い福祉国家の実現が先で, 現行の高度先端生殖補

助医療の研究と臨床応用を中止せよ, との関係患

者団体 (優生思想を問うネットワーク等) の主張

は, 高度先端生殖補助医療にすがる医療現場の患

者 (習慣流産患者や遺伝性疾患患者) に対する逆

差別となる｡ 中長期のスパンで実現を目指すべき

｢差別や偏見｣ のない理想の福祉国家の到来をま

つ間に, 今を生きる患者は生殖年齢をあたら逸し

てしまう｡ この苛烈な現実にも私たちは粛然と思

いをめぐらさなければならない｡ 自己の権利を強

調するあまり, 他者の幸福追求のための自己決定

権を過剰にないがしろにする言動は, 憲法��条��
で国民に保障された幸福追求権 (医療と関連の深

い国民の権利に読み替えれば, 治療選択権) の侵

害となる｡ 要は, 日本国憲法のもとに生きる私た

ちに大切な視点は, 個人の自己決定の多様さを相

互に尊重し合う度量と相互扶助である｡

後段の②に対しても, 新優生学者はもとより,

出生前診断 (ＰＮＤ) や着床前診断 (ＰＧＤ),

遺伝子治療を推進する医師や医師にすがる患者か

らも, 異論が出よう｡

つまり, 同論者によれば, 百歩譲って阻害要因

が完全に撤去されたとしても, ｢出生前診断と選

択的中絶の普及は, 障害者の尊厳と生存条件への

脅威となるという強い危機感｣ の訴えが関係患者

団体から発せられている｡ しかるに, 新優生学者

はもとより, 出生前診断 (ＰＮＤ) や着床前診断

(ＰＧＤ), 遺伝子治療を推進する医師が関係患者

団体の声を聞き流すのは, 不幸な ｢障害の根治｣
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�� 『日本国憲法』 が保障する ｢基本的人権｣ とそれを保障する ｢権利規定条文｣ を抽出するとともに, その ｢基本的人権｣
を ｢医療と関連の深い国民の権利｣ に読み替えれば, 以下の通りになる｡
１－１ 権利規定条文：

｢①すべて国民は, 個人として尊重される｡ ②生命, 自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の
福祉に反しない限り, 立法その他の国政の上で, 最大の尊重を必要とする (憲法第��条)｡｣

１－２ 基本的人権：
個人の尊重 (人格権) (①), 生命・自由・幸福追求の権利の尊重 (生命権・自由権・幸福追求権) (②)

１－３ 医療と関連の深い国民の権利：
患者のプライバシー (自己情報コントロール) の尊重 (①), 患者の ｢身体処分の自己決定権 (治療選択権と治
療拒否権)｣ ・患者の ｢身体の完全性に対する不可侵権 (治療拒否権)｣・患者の���(生活の質) の向上 (②)

２－１ 権利規定条文：
｢すべて国民は, 法の下に平等であって, 人種, 信条, 性別, 社会的身分又は門地により, 政治的, 経済的又は
社会的関係において, 差別されない (憲法第��条)｡｣

２－２ 基本的人権：
法の下の平等 (平等権)

２－３ 医療と関連の深い国民の権利：
患者が平等に医療を受ける権利 (例えば, ノーマライゼーション [高齢者や障害者が当たり前の市民生活を送れ
ること])

３－１ 権利規定条文：
｢①何人も, いかなる奴隷的拘束も受けない｡ ②又, 犯罪に因る処罰の場合を除いては, その意に反する苦役に
服させられない (憲法第��条)｡

３－２ 基本的人権：
奴隷的拘束 (①) および苦役からの自由 (②)

３－３ 医療と関連の深い国民の権利：
患者 (高齢者や障害者) が拘束や虐待を受けない権利 (①) および職業を選択する権利 (②)

４－１ ｢①すべて国民は, 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する｡
②国は, すべての生活部面について, 社会福祉, 社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
(憲法第��条)｡｣

４－２ 基本的人権：
生存権 (①), 国の生存権保障義務 (②), 健康権 (①＋②)

４－３ 医療と関連の深い国民の権利：
患者が最善かつ安全な医療を受ける権利 (①＋②)



という障害の医学モデルを自明視しているからで

ある, と言う｡

まず第一に, 新優生学者や高度先端生殖補助医

療に従事する産婦人科医が例外なく障害者の立場

を理解せず, 独善的に障害の医学モデルを自明視

している, との指摘は不正確である｡ 単刀直入に

そのように言い切ってしまえば, 上記論者自身が

逆に, 高度先端生殖補助医療技術に救いを求める

患者の存在と彼らを救済する視点が欠落している

のではないか, と反問されよう｡

次に, 高度先端生殖補助医療と生命倫理の最前

線に立つ私たちには, 歴史的教訓に学ぶ謙虚な姿

勢が常に必要である｡ ����年代に臨床応用可能に
なった出生前診断 (ＰＮＤ) は, 生命 (胎児) の

選別を行うだけでなく, 今を生きる障害者差別を

助長する高度先端生殖補助医療技術として, 弾劾

され続けてきた｡ けれども, 紛れもなく生命 (胎

児) の選別を行うこの ｢出生前診断と選択的中絶

の普及は, 障害者の尊厳と生存条件への脅威｣ と

なったのか｡ この手技のために, ����年代以降,
それ以前に比して, 俄然, 障害者差別がエスカレー

トしたのか｡ そうした歴然たる事実が科学的エビ

デンスを以て検証されない限り��, 日本国憲法の
もとに生きる私たちは, 個人の自己決定の多様さ

を相互に尊重し合う度量と相互扶助の精神をもた

なければならない｡

以上, キャプランの ｢個人本位の選択｣ を批判

する松原見解を反批判した本稿では, 次に, (Ｂ)

の ｢個人本位の禁絶的優生学｣ を是認するキャプ

ランの立場に対して, 自己の見解を簡明に記して

おく｡

３) キャプランの立場― (Ｂ) の ｢個人本位の

禁絶的優生学｣ (すなわち遺伝子治療, 着

床前診断および出生前診断の是非の問題)

是認―に対する所見

(Ｂ) の ｢個人本位の禁絶的優生学｣, すなわち

遺伝子治療, 着床前診断および出生前診断の是非

の問題に対する結論を要約すれば, 以下の通りに

なる｡

着床前診断と出生前診断の是非：両親の医学的

理由 (治療目的) による ｢個人本位の選択｣ によ

る着床前診断と出生前診断は, ビーチャムとチル

ドレスが提示した生命倫理の４原則��に準拠する
限り, 私は諒とする｡

一. 自律尊重 (������������������)：正常な判
断力を持つ能力を有するヒトの自己決定権を尊

重する義務｡

一. 無危害 (����������������������������)：他
人に危害を加えないこと｡

一. 善行 (�������������������������)：その人の
ために積極的に奉仕して, リスクと費用に対し

てその人の利益が最大になるように働くこと｡

一. 正義 (���������������������)�医療の恩恵や
コストが人々の間で公平に配分されるべきとい

うこと｡

遺伝子治療の是非：遺伝子治療も医学的理由

(治療目的) で体細胞系列に限定する限り, ベク

ターやレトロウィルスの搬送する正常遺伝子によ

る疾患原因遺伝子の修復治療に, 技術的安全面で

の問題点はない｡ 現在, 体細胞系列遺伝子治療の

治療方法 (��������) は全世界で数千を数える｡
また, 当該遺伝子治療は一代限りの治療方法で,

治療結果が次世代に及ぼす影響が全くないことか

ら, 倫理的にも妥当である｡

最後に, 彼の ｢個人主義的新優生学｣ と (Ｃ)

児玉：アーサー・キャプランの新優生学批判

－�－��ドイツでも事態は同じ｡ ���推進派の議員の発言： ｢着床前診断が障害を持つ人々の社会における立場を侵害するのでは
ないか, という懸念は, 一見, 説得力がある｡ しかし, 経験論的には証明不能である｡ 障害を持つ人々が, 着床前診断が
実施されている国々では他の国よりも差別に苦しまねばならないことを示す証拠は存在しない｡ ドイツでは約��年来, 出
生前診断が実践されてきたが, このような影響は認められないことにも注目すべきである｡｣ (ドイツ連邦議会 ｢現代医療
の法と倫理｣ 調査委員会 (���������������������������������������������������) 『最終報告』)������ビーチャム, ����チルドレス著 『生命医学倫理』 成文堂, ����年｡



の ｢個人本位の増進的優生学｣ との関わりについ

て, 以下, 整理するとともに, 所見を述べる｡

(２) キャプランの立場― (Ｃ) の ｢個人本位の

増進的優生学｣ 是認

(Ｃ) は生殖細胞系列への遺伝子操作である｡

患者の自己決定権を楯に, 将来, 医学的理由の一

線を踏み越えて, 美容や心身の能力向上の目的で

高度先端生殖補助医療技術を利用―遺伝子診断サー

ビスの商業化と生殖細胞系列遺伝子治療の解禁お

よび非治療目的への応用―することが, なぜ悪い

のか｡ 優生学の何が非倫理的なのか (��������������������������？) と反問する点に, キャ
プランの主張の真骨頂がある｡

１) 上記キャプランの立場に対する所見

遺伝子改変 (������������������) や遺伝性遺
伝子改変 (����������������������������������)
につながる生殖細胞系列への遺伝子操作は, 技術

的安全面と倫理的側面から問題がある｡ 技術的安

全性を保障できないからこそ, 体細胞系列への遺

伝子治療を進める医療先進国でも例外なく, 生殖

細胞系列への遺伝子操作を容認していないのであ

る｡

たとえ, 将来いつの日にか, 技術的安全性が保

障されたとしても, 生殖細胞系列への遺伝子操作

は容易に解禁されるべきではない｡ なぜならば,

疾患原因遺伝子が治療されるにしても, また, 両

親の思惑通りに, 子供の美容や心身の能力向上に

顕著な効果が発現するにせよ, 長期予後は, すな

わち生殖細胞で行われた遺伝子改変の結果がこの

先子孫にどのような影響を及ぼすのかは, 誰にも

予測がつかないからである｡

幸いにも後代が遺伝子改変の悪影響を免れるこ

とができたにせよ, さらに著しい別の重大な問題

が確実に予想される｡ それは, 来るべき優生主義

社会の到来である｡ 現代社会の勝ち組が財力にも

のを言わせて遺伝子改変を行い, 子孫の改造改良

を重ねていけば, 人為的に改良された新人類と現

生人類との心身の能力格差は代を重ねるたびに格

段に広がっていき, 未来社会は, テクノロジーが

産生した優秀なスーパー新人類が自然生殖を重ね

る劣等な現生人類を管理する階級差別社会となろ

う｡

したがって, 両親の ｢医学的理由 (治療目的)

による個人本位の選択 (禁絶的優生学)｣ は, ビー

チャムとチルドレスが提示した生命倫理の４原則

に準拠する限り, 問題はないけれども, 両親の

｢非医学的理由 (非治療目的) による個人本位の

選択 (増進的優生学)｣ は子孫の遺伝子プールに

重大な影響を及ぼすだけでなく, 未来の人類社会

にも深刻な影響をもたらす｡ 自然生殖を重ねる現

生人類の権利と未来世代の権利も考慮に入れた場

合, キャプランの個人主義的新優生学中, (Ｂ)

の主張 (医学的理由 [治療目的] の個人の優生学

的行動―個人本位の禁絶的優生学) は容認できる

けれども, (Ｃ) の主張 (非医学的理由 [非治療

目的] の商業ベースに乗った個人の優生学的行動―

個人本位の増進的優生学) は断じて容認できない｡
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